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ロ
シ
ア
に
よ
る
我
が
国
へ
の
北
方
領
土
に
お
け
る
原
油
ガ
ス
共
同
開
発
の
提
案
に
関
す
る
質
問
主
意
書

日
本
経
済
新
聞
の
報
道
に
よ
る
と
、
ロ
シ
ア
極
東
連
邦
管
区
の
イ
シ
ャ
エ
フ
大
統
領
全
権
代
表
が
同
紙
の
書
面
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
に
答
え
、
北
方
領
土
の
国
後
島
沖
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
原
油
と
天
然
ガ
ス
田
を
共
同
開
発
す
る
提
案
（
以
下
、

「
提
案
」
と
い
う
。
）
を
我
が
国
に
す
る
考
え
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
右
の
記
事
（
以
下
、
「
日
経
記
事
」
と
い
う
。
）
を

踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

政
府
、
特
に
外
務
省
と
し
て
、
「
日
経
記
事
」
を
読
み
、
そ
の
内
容
を
把
握
し
て
い
る
か
。

二

「
提
案
」
に
あ
る
国
後
島
沖
に
あ
る
原
油
ガ
ス
田
に
つ
い
て
、
政
府
、
特
に
外
務
省
は
埋
蔵
量
等
、
そ
の
詳
細
を
把
握
し

て
い
る
か
。

三

「
提
案
」
は
、
本
年
二
月
十
一
日
、
モ
ス
ク
ワ
を
訪
問
し
た
当
時
の
前
原
誠
司
外
務
大
臣
が
ロ
シ
ア
の
ラ
ブ
ロ
フ
外
務
大

臣
と
会
談
し
た
際
に
提
唱
し
、
松
本
剛
明
外
務
大
臣
も
そ
の
実
現
に
向
け
て
検
討
を
続
け
て
い
る
と
し
て
い
る
、
北
方
四
島

に
お
け
る
日
ロ
両
国
に
よ
る
共
同
経
済
活
動
の
一
環
と
し
て
、
大
き
な
可
能
性
を
秘
め
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
「
提

案
」
に
対
す
る
政
府
、
特
に
外
務
省
の
評
価
如
何
。

四

政
府
、
特
に
外
務
省
は
、
「
提
案
」
を
正
式
に
ロ
シ
ア
側
か
ら
受
け
て
い
る
か
。

一



五

政
府
、
特
に
外
務
省
と
し
て
、
「
提
案
」
に
対
し
今
後
ど
の
よ
う
な
対
応
を
と
る
考
え
で
い
る
の
か
。

六

「
提
案
」
に
あ
る
国
後
島
沖
に
あ
る
原
油
ガ
ス
田
の
開
発
が
、
ロ
シ
ア
単
独
で
、
ま
た
は
我
が
国
以
外
の
第
三
国
が
参
加

す
る
形
で
な
さ
れ
た
場
合
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
実
効
支
配
を
さ
ら
に
強
め
、
北
方
領
土
が
我
が
国
か
ら
さ
ら
に
遠
ざ
か
る
事
態

が
生
じ
て
し
ま
う
と
考
え
る
が
、
政
府
、
特
に
外
務
省
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


